
 

板橋区里親インターンシップ事業実施要綱 

 

（令和４年６月 30日区長決定） 

（目的） 

第１条 本事業は、養育家庭登録を希望する者や新規に登録された養育家庭及び養育家庭移

行型ファミリーホームの未委託の養育家庭が、委託児童の養育経験が豊富な養育家庭等の

自宅において、実際の委託児童の養育に接しながらアドバイスを受け、家庭での養育のイ

メージを獲得することで、養育に対する不安を解消し、養育家庭の登録数の拡大及び養育

家庭登録後の委託促進を図ることを目的とする。 

あわせて、本事業の実施を通じて、チーム養育体制における養育家庭等の相互支援体制

の促進と意識向上を図ることを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、板橋区とする。ただし、事業内容を適切に実施することがで

きると区が認めた者に、事業の一部又は全部を委託して実施することができる。 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の意義は、法令に定めるもののほか次の各号による。 

（１）養育家庭等 

  養育家庭及び養育家庭移行型ファミリーホームのことをいう。 

（２）支援里親 

養育家庭等であって、板橋区子ども家庭総合支援センター所長（以下「子ども家庭総合 

支援センター所長」という。）が適当と認めた養育家庭等をいう。 

（３）委託児童 

支援里親が受託している児童のことをいう。 

（４）親担当児相 

  養育家庭等及び支援里親を担当する児童相談所のことをいう。 

（５）子担当児相 

  委託児童を担当する児童相談所のことをいう。 

（対象者） 

第４条 本事業の対象者は、次のとおりとする。 

（１）養育家庭登録を希望する者（ただし、「板橋区里親登録基準」（令和４年７月１日付４

板支援第 50号）を満たしており、社会的養護の理解が十分にあると認められる場合に限

る。） 

（２）養育家庭登録後３年以内であり、板橋区子ども家庭総合支援センター（以下「子ども

家庭総合支援センター」という。）が主催又は共催する里親サロンに１回以上参加したこ

とがある未委託の養育家庭 

（３）（２）以外で子ども家庭総合支援センター所長が必要と認めた未委託の養育家庭 

（実施体制） 

第５条 本事業は、支援里親、親担当児相、子担当児相が連携して実施する。 

（１）支援里親が行う業務は、次のとおりとする。 

ア 親担当児相が本事業の利用が適当と認めたもの（以下「利用者」という。）を自宅に

おいて、委託児童の養育の実場面に立ち会わせ、養育体験やアドバイスを行うこと。 

  イ 第５条第１項第１号のアの実施状況について、親担当児相へ報告すること。 

（２）親担当児相が行う業務は、次のとおりとする。 

ア 適当と認められる管内の養育家庭等を支援里親として登録すること。 

イ 適当と認められる管内の対象者へ本事業の利用を促し、支援里親とのマッチングを

行うこと。 

  ウ 利用者と面談し、振り返りを行うこと。 

エ 本事業の全体に関する調整、指導及び助言等を行うこと。 



 

  オ 支援里親からの請求に基づき、謝礼を支払うこと。 

（３）子担当児相は、親担当児相から、利用者及び支援里親の情報を受け、委託児童と利用

者の接触があることについて、委託児童の性質上問題がないか確認する。 

（事業内容） 

第６条 本事業の内容は、以下のとおりとする。 

（１）支援里親の申込み及び登録 

  ア 親担当児相は、適当と認められる管内の養育家庭等に対して、登録を依頼する。 

  イ 登録を希望する者（以下「登録希望者」という。）は、「支援里親登録申請書」（別記

第１号様式。以下「申請書」という。）及び「支援里親登録に係る誓約書」（別記第２

号様式）を、親担当児相に提出する。 

  ウ 親担当児相は、第６条第１項第１号のイを受け支援里親の登録を行い、「支援里親登

録名簿」（別記第３号様式）を作成する。 

  エ 支援里親は、申請書の内容に変更があった場合、速やかに親担当児相に連絡するも

のとする。 

  オ 支援里親本人からの申し出があった場合、又は、本事業実施実績等により、本事業

の継続が不可能と親担当児相が判断した場合、親担当児相は支援里親の登録を抹消す

ることができる。 

（２）事業の利用 

  ア 親担当児相は、適当と認められる管内の対象者へ、本事業の利用を促す。 

  イ 本事業の利用を希望する対象者（以下「利用希望者」という。）は、親担当児相に「里

親インターンシップ事業利用申込書」（別記第４号様式）及び「里親インターンシップ

事業利用に係る誓約書」（別記第５号様式）を提出する。 

  ウ 親担当児相は、適当と認められる場合、利用希望者に適した支援里親を選定する。

なお、管内で利用希望者に適した支援里親がいない場合などは、他親担当児相管内の

支援里親を選定することができる。 

  エ 親担当児相は、選定した支援里親に対して受け入れを依頼する。また、必要に応じ

て支援里親と利用希望者との顔合わせを行う。なお、第４条第 1項第 1号に該当する

利用者は、顔合わせをしなければならない。 

  オ 利用者は、支援里親の自宅を訪問する。 

カ 親担当児相は、必要に応じて利用者の訪問に同行する。なお、第４条第 1 項第 1 号

に該当する利用者の訪問については、親担当児相が同行しなければならない。 

キ 支援里親は、利用者を委託児童の養育の実場面に立ち会わせ、養育体験やアドバイ

スを行う。 

 ク 利用者は、訪問終了時、「里親インターンシップ事業利用報告書」（別記第６号様式）

（以下「利用報告書」という。）を支援里親に提出する。 

  ケ 同一の利用者であっても、第６条第１項第２号のイからクまでの手続きを利用ごと

に行えば、複数回事業を利用できる。ただし、第４条第 1項第 1号に該当する利用者

は除く。 

コ 複数回事業を利用するものは、異なる支援里親に受け入れを依頼することができる。 

（３）報告書の作成及び報告 

支援里親は訪問終了後、「里親インターンシップ事業実施報告書」（別記第７号様式。 

以下「実施報告書」という。）を作成し、利用報告書とともに親担当児相に提出する。 

（４）振り返り 

親担当児相は、実施報告書の内容を確認し、利用者と面談を行い、振り返りを行う。 

（５）謝礼の支払 

支援里親は、「請求書」（別記第８号様式）を作成し、利用報告書及び実施報告書の写

しを添付し、親担当児相に提出する。親担当児相は、支援里親に謝礼を支払う。 

（経費） 



 

第７条 支援里親への謝礼は、１時間当たり４，５００円を支払う。なお、１時間に満たな

い時間については、支払いの対象としない。 

（秘密の保持） 

第８条 支援里親及び利用者は、本事業の実施及び利用により知り得た児童や養育家庭等の

情報など、全ての個人情報について、正当な理由なく漏らしてはならない。事業終了後も

また同様とする。 

（その他） 

第９条 この要綱の実施に必要な事項は、子ども家庭総合支援センター所長が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

  付 則（令和８年３月 31日 区長決定） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



別記第１号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

支援里親登録申請書 

 

板橋区子ども家庭総合支援センター所長  あて 

 

                     

                      氏 名               

 

  私は、支援里親として登録することを希望し、申し込みます。 

 

氏名  里親番号  

連絡先（住所・電話番号） 

住  所 

電話番号 

里親登録日       年   月   日 

里親経験／委託経験 

 

 

 

 

 

 

事業実施に当たって注

意してほしいこと（家庭

の状況・委託児童の状況

等） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 別記第２号様式（第６条関係） 

 

 

 

支援里親登録に係る誓約書 
 

 

  年  月  日 

 

 

   板橋区子ども家庭総合支援センター所長 あて 

 

 

氏 名                 

（里親番号：           ） 

 

 

 

 

私は、支援里親登録に当たり、板橋区里親インターンシップ事業実施要綱（令和  

年 月  日付 第 号）を確認し、事業内容やその他遵守事項について理解し、

適切に事業を実施することを誓約します。 

また、本事業実施により知り得た全ての個人情報について、支援里親登録中だけ

でなく、支援里親登録期間終了後も一切漏らさないことを誓約します。 



 

番号 氏名 里親番号 住所 電話
里親
登録日

里親経験
委託経験

備考
支援里親
登録日

登録
番号

1 ００１

2 ００２

3 ００３

4 ００４

5 ００５

6 ００６

7 ００７

8 ００８

9 ００９

10 ０１０

支援里親登録名簿

別記第３号様式（第６条関係）



 

別記第４号様式（第６条関係） 

 年  月  日 

 

里親インターンシップ事業利用申込書 

 

板橋区子ども家庭総合支援センター所長  あて 

 

                     

                              氏 名                 

 

  私は、里親インターンシップ事業を利用することを希望し、申し込みます。 

  

フリガナ  

              性 別 男  ・  女 

氏 名  
年 齢  

住 所 

電話番号 

 

 

                   電話番号    （     ） 

 

利用希望日時 

第一希望       年   月   日  （  ）  時  分～   時  分 

第二希望       年   月   日  （  ）  時  分～   時  分 

第三希望       年   月   日  （  ）  時  分～   時  分 

事業を利用し、 

知りたいこと 

・経験したいこ

と等（具体的 

に） 

 

備 考 

 



 

 

 別記第５号様式（第６条関係） 

 

 

 

里親インターンシップ事業利用に係る誓約書 
 

 

  年  月  日 

 

 

  板橋区子ども家庭総合支援センター所長 あて 

 

 

氏 名                 

（里親番号：           ） 

 

 

 

 

私は、里親インターンシップ事業利用に当たり、板橋区里親インターンシップ事業実施

要綱（令和 年 月  日付 第 号）を確認し、事業内容やその他遵守事項について理

解し、適切に事業を利用することを誓約します。 

また、本事業実施により知り得た全ての個人情報について、本事業利用中だけでなく、

本事業終了後も一切漏らさないことを誓約します。 



 

 

 別記第６号様式（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

里親インターンシップ事業利用報告書 
 

 

 

   板橋区子ども家庭総合支援センター所長 あて 

 

 

利用者氏名               

（里親番号：           ） 

 

 

利用日時 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 

 

私は、上記の日時において、支援里親宅を訪問し、里親インターンシップ事業を利用し

たことを報告いたします。 

 

 

 

 ※１ この報告書は、支援里親宅の訪問終了時に利用者が記入し、支援里親に提出する。 

 ※２ 児童相談所は、支援里親の担当児童相談所を記入する。 

 ※３ 支援里親は、報告書の内容を確認後、児童相談所へ提出する。また、親担当児相への請求

の際、請求書にこの報告書の写しを添付して請求する。 



 

別記第７号様式（第６条関係） 

                         年  月  日 

 

里親インターンシップ事業実施報告書 

 板橋区子ども家庭総合支援センター所長 あて 

 

支援里親名               .            
 

利用者氏名 受入日時 

 

   年   月   日（  ）  

 時  分～  時  分まで 

① 受入日に行ったこと（スケジュール等） 

② 利用者の様子 

③ 利用者に対して行ったアドバイス等 

④ その他記載すべき事項（事前打合せを行った場合は、その内容も記載） 

（注１）支援里親は利用者の訪問終了後、本報告書を親担当児相に提出する。 

（注２）支援里親は、請求書に本報告書の写しを添付して親担当児相に請求する。 



 

別記第８号様式（第６条関係） 

 

請 求 書 

 

 

 板橋区長 あて 

 

板橋区里親インターンシップ事業実施要綱に基づき、支援里親として、下記の金額を請

求します。 

 

                 円  
 

受入日時 
受入時間 

(１時間未満切捨て) 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 時間 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 時間 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 時間 

年  月  日（  ）  時  分～  時  分まで 時間 

※ 請求額は単価に受入時間を乗じたものとする。 

※ 請求書に里親インターンシップ事業利用報告書（写）及び里親インターンシップ事業

実施報告書（写）を添付して、請求すること。 

 

 

年  月  日 

 

             （請求者） 

 

               住 所 

              （所在地）  

                                      

 

               氏 名 

              （代表者名） 

                                      

 


